
　レーヴ法律事務所では、全国の園の顧問弁護士として園・先生方の
トラブル・悩みごとに対応しています。

事務所に寄せられる様々なご相談を基に、園に役立つ情報を
Q＆A 形式でお届けします。

ホームページ等に掲載する
写真や動画の選別は慎重に！
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今西 淳浩

　レーヴ法律事務所弁護士。
大阪電気通信大学工学部電子工
学科卒業、半導体製造会社にエ
ンジニアとして勤務した後、金沢
大学大学院法学研究科法務専攻
修了。２０１２年弁護士登録。
２０２１年に保育園・幼稚園・こ
ども園でのトラブルや法律問題を
主に取り扱うレーヴ法律事務所に
参画。

弁護士

　１　はじめに
　園のホームページの多くには、保育の様子を撮影した写真や動画が
掲載されています。メルマガ第３号では、写真や動画を掲載するに
あたっては、肖像権、個人情報保護法の観点から、保護者や職員から
きちんと同意を得るとともに、写真や動画を見ることができる人を限定
することが望ましいというお話をしました。
　今回は、保護者や職員からきちんと同意を得て
いても、ホームページ等に写真・動画を掲載するに
あたっては、本当にそれを掲載してよいか、慎重に
検討しなければならないというお話です。

　２　「わいせつな目的で利用される場合がある」とは
　残念なことですが、インターネット上において、幼児の裸の写真等が
取引されているという現実があります。そして、違法に取引される
写真の中には、ある園のホームページ等に掲載されていたプールで
遊んでいる上半身裸の男児・女児の写真などがあります。すなわち、
違法業者は、数多くの園のホームページを閲覧し、販売できそうな
写真を見つけて入手し、それを販売しているのです。

　３　どのようなことに注意すればよいか
　まずは、女児はもちろん男児についても、上半身裸はもちろんのこと、
水着姿や下着姿の写真など、性的なものをうかがわせる写真・動画
等の掲載は避けるようにしてください。すでに掲載している場合は、
すみやかに削除してください。
　また、今後、ホームページ等に写真・動画を掲載するにあたっては、
わいせつな目的で利用されるおそれはないか検討し、掲載するか否かを
判断する必要があります。その判断にあたり、（異なる視点を持つ）
複数の職員の意見を聞くことは有益と思われます。
　悩んだとき・迷ったときは、掲載しないようにしましょう。

ホームページに
プールの写真を
使いたいけれど…

　令 和 ５ 年７月１３日 付 け
こども家庭庁成育局長名の

「刑法の改正等に伴う保育士の
欠格事由の追加等について」と
題した書面に、留意事項として

「 保 育 所 等 が そ の 管 理 す る
こどもの性的姿態等の画像を
使用するに当たっては、正当な
理由があって撮影されたもので
あっても、撮影者や掲載者の
意図にかかわらず、わいせつな
目的で利用される場合がある
ことに十分に配慮し、その態様や
閲覧可能な者の範囲等が適切な
ものとなるように特に慎重に
検討すること。」という記載が
ありました。具体的には
どのようなことに
注 意 すれば
よいのでしょうか。
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